
と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 R4 R5 R6 R7 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 R4 R5 R6 R7

少子化対策の ①子育て世代の ①②結婚、妊娠、 不妊治療等被助成 目標 36.3 36.5 36.8 37 母子保健医療 ①こども ①健やかに成長で 乳幼児健康診査の 目標 98.1 98.2 98.3 98.4
① ％ ① ％

推進 市民（20歳～49 出産、子育ての希 者の妊娠出産率 実績 35.4 - - - 対策の推進 ②こどもの保護 きる。 受診率 実績 98.8 - - -

歳） 望をかなえる。 子育て世代包括支 目標 2,550 2,580 2,610 2,640 者 ②出産・育児に対 子育てに負担等を 目標 68 64 60 60
② 件 ② ％

②こどもを産み 援センター相談数 実績 2,501 - - - する適切な支援を 感じる保護者割合 実績 78.1 - - -

、育てたいと思 働きやすい職場啓 目標 35 40 45 50 受けられる。 目標
③ 社 ③

っている市民" 発懇談会参加企業 実績 22 - - - 実績

目標 目標
④ ④

実績 実績

援護を必要と ①こども（出生 ①こどもが心身と 児童虐待相談のう 目標 75 75 75 75 子育ての負担 ①子育てをして ①子育ての経済的 子育てに負担等を 目標 68 64 60 60
① ％ ① ％

する子育て家 ～18歳未満） もに健やかに成長 ち終結した割合 実績 51 - - - 感の軽減 いる保護者 ・心理的負担が軽 感じる保護者割合 実績 78.1 - - -

庭への支援 とその家庭及び できるようにする 給付事業により就 目標 23 23 23 23 減される。 地域子育て支援拠 目標 2,697 2,638 2,576 2,515
② 件 ② 人

特に支援を必要 。 業したひとり親数 実績 7 - - - 点月平均利用者数 実績 965 - - -

とする妊産婦 目標 目標
③ ③

実績 実績

目標 目標
④ ④

実績 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価
令和4年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

・子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点が連携を強化し、子どもの発達段階や家庭の状況等に応 【施策の取組方針達成状況】

じて支援を行う。また、とちぎ結婚支援センターと連携し、結婚を支援する。 ■ 全て達成 ・子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点が連携し、要支援児童等への継続支援を行った。

・こども医療費助成の対象を高校３年生までに拡大するとともに、地域子育て支援拠点において、子育て中の親子 ・こども医療費助成の対象を18歳までに拡充した他、地域子育て拠点施設で子育て相談や情報提供を行った。
取組

の交流、子育てについての相談、情報の提供等を行う。 □ 一部未達成 ・女性の更なる活躍につなげるため、講演会等を行い働きやすい職場づくりのリーフレットを作成・配布した。
方針

・男性が育児に参加しやすく、女性が社会復帰しやすい環境づくりを行うため、企業等に対し、出産・育児におけ ・産後ケアは居宅訪問型サービスを2か所追加し、より利用者のニーズに沿った支援を実施した。

る男性参加を啓発する。 □ 全て未達成 ・乳幼児健康診査は、対象者に個別日程を通知し、未受診者には再度、日程案内を通知した。それでも未受診の
施

・産後うつを予防するため、産後ケアに取り組む市内医療機関を確保

令

する。 場合、地区担当

和

保健師が訪問し、受診

５

勧奨を行った。
策

・各

年

種乳幼児健康診査未受

度

診者への勧奨の強化に

　

取り組む。 ・児童虐待

施

の早期発見・対応のた

策

め、広報さの、ＨＰへ

・

の掲載、幼稚園、保育

基

園等へチラシを配布し

本

、虐待防止

・児童虐待

事

の早期発見・早期対応

業

をするため啓発活動を

マ

行うとともに、要保護

ネ

児童対策地域協議会を

ジ

活用し関係機 □ 全て達

メ

成 、通告義務の周知啓

ン

発に努めた。また、関

ト

係機関と連携し保健師

シ

等による専門的相談支

ー

援等を実施した。

関と

ト

の連携を強化し、適切

　

な養育が行われるよう

（

保健師等による専門的

令

相談支援や家事援助を

和

行う。また、子ども ・

４

子ども食堂と連携し、

年

相談対応中の家庭にあ

度

る児童を子ども食堂に

実

繋ぎ、子どもの健全育

績

成に努めた。
成果

食堂

に

と連携し、相談対応中

基

の家庭にある子どもに

づ

居場所を提供し、自己

く

肯定感を高めることで

評

子どもの健全育成に ■

価

一部未達成 ・母子家庭

）

等自立支援給付金給付

 

事業の周知や継続した

作

相談支援を行い、給付

成

対象者全員を就職に繋

日

げた。
指標

努める。 【

 

成果指標達成状況】

・

 

就労等に関する情報提

令

供や支援の充実を図り

和

、ひとり親の自立を支

 

援する。 □ 全て未達成

6

・子育てを楽しいと感

年

じる保護者の割合は、

 

目標93.0%に対し

3

、95.5%となり目

月

標を達成したが、出生

 

数は目標72

3人に対

5

し626人と目標には

日

至らなかった。

基本事

基

業名 令和4年度基本事

本

業の取組方針 基本事業

目

の取組方針・成果指標

標

達成状況 基本事業名 令

名

和4年度基本事業の取

0

組方針 基本事業の取組

3

方針・成果指標達成状

健

況

少子化対策の推進 ・

や

出産・育児に関する相

か

談を継続的 取組方針 ■

で

全て達成 □ 一部未達成

元

□ 全て未達成 母子保健

気

医療対策 ・乳幼児健康

に

診査を実施し、発達状

暮

取組方針 ■ 全て達成 □

ら

一部未達成 □ 全て未達

せ

成

・包括的に把握し、

る

妊娠期から子育 成果指

ま

標 □ 全て達成 □ 一部未

ち

達成 ■ 全て未達成 の推

づ

進 況や養育環境の把握

く

に努め、未受診 成果指

り

標 □ 全て達成 ■ 一部未

こ

達成 □ 全て未達成

て期

ど

にわたる切れ目のない

も

支援を行 【基本事業の

課

取組方針達成状況】 者

政

に対しては、受診勧奨

策

を実施し、 【基本事業

体

の取組方針達成状況】

系

う。 ・子育て世代包括

政

支援センターに専属ス

　

タッフを配置し、面接

策

等相 受診率向上を図る

　

。 ・乳幼児健診対象者

名

には、個別日程の通知

0

により受診勧奨した。

2

な

・妊娠・出産を希望

安

する市民が、早 談業務

心

を行うとともに、出産

し

・子育て応援事業を開

て

始し、伴走型支 ・産後

子

健康診査の充実により

育

、産後 お、未受診者に

て

ついては再度日程案内

の

を通知し、それでも未

で

受診の

期に不妊・不育

き

症治療を行えるよう 援

る

・経済的支援を実施し

ま

た。 うつの予防や新生

ち

児への虐待防止を 場合

づ

、地区担当保健師が対

く

象者を訪問し、受診勧

り

奨した

、助成事業を周

施

知し、経済的な支援 ・

策

令和4年度より人工授

主

精等が保険適用となり

管

前年度より継続して 図

課

る。 ・産後2週間及び

長

1か月健診について、

施

受診券を配布し上限5

　

千円の

を行う。 いる治

策

療や高度医療治療、年

　

齢要件外の申請につい

名

て助成を行った 助成を

0

行った。医療機関での

1

産後健診受診の際、支

こ

援が必要な対象

・第３

ど

子以降の出生に対して

も

子宝祝 。 者がいた場合

の

、医療機関より連絡が

健

あり、乳児家庭全戸訪

や

問や産後

金を支給する

か

。 ・対象者103人に

な

対し子宝祝金を支給し

成

た。 ケア事業により対

長

応した。

・とちぎ結婚

と

支援センターと連携し

子

・HPにより「とちぎ

育

結婚支援センター」の

て

周知を行った。 【成果

支

指標達成状況】

、結婚

援

を支援する。 【成果指

菅

標達成状況】 ・乳幼児

原

健診の受診率は、目標

　

98.1%に対し98

仁

.8%で目標達成。

・

施

不妊治療等の被助成者

策

の妊娠出産率は目標未

関

達成。 ・子育てに負担

係

や不安を感じている保

課

護者の割合は、目標6

総

8％に対
基

・専属スタ

合

ッフを配置し相談等業

戦

務を行ったが、目標未

略

達成。 し78.1%と

推

高く目標未達成。
本

・

進

コロナ禍での講演会の

室

ため企業数を絞ったた

、

め目標未達成。
事

援護

人

を必要とする ・児童虐

権

待の早期発見、対応を

・

図る 取組方針 ■ 全て達

男

成 □ 一部未達成 □ 全て

女

未達成 子育ての負担感

共

の ・産後うつの予防の

同

ため、退院直後 取組方

参

針 ■ 全て達成 □ 一部未

画

達成 □ 全て未達成
業

子

課

育て家庭への支 ため、

、

広報誌・チラシ等によ

障

り市民 成果指標 □ 全て

が

達成 □ 一部未達成 ■ 全

い

て未達成 軽減 の母子の

福

心身のケアや育児サポ

祉

ート 成果指標 □ 全て達

課

成 □ 一部未達成 ■ 全て

、

未達成

援 の通告義務の

家

周知・啓発に努めると

庭

【基本事業の取組方針

児

達成状況】 等行う。 【

童

基本事業の取組方針達

相

成状況】

ともに、要保

談

護児童対策地域協議会

課

・市民に対し広報さの

、

やHPで虐待防止や通

保

告義務の周知啓発を行

育

っ ・出産、子育てに係

課

る経済的負担を ・産後

、

健診時等において、ア

健

ンケートを実施し産婦

康

や乳児の心身の

を活用

増

し、関係機関と連携を

進

強化す た。また、幼稚

課

園、保育園等には、ポ

、

スター等により啓発し

産

、通告 軽減するため、

業

妊産婦医療費助成、 状

政

況を把握し、産後ケア

策

や育児相談等で支援し

課

た。

る。また、相談対

、

応中の子どもと、 義務

教

の認知度向上や地域で

育

の見守り強化につなが

総

った。 こども医療費助

務

成を行う。 ・妊産婦医

課

療費助成では更なる制

１

度周知に努め、こども

．

医療費助成

その家庭を

施

子ども食堂に繋げ、貧

策

困 ・児童養護施設と連

の

携し、育児ストレスに

目

対するレスパイトケア

的

に ・子育て支援まちな

と

かプラザで講習 では対

成

象を18歳に達して最

果

初の3月31日までの

把

児童に拡充した。

対策

握

に努める。 より虐待予

こ

防に繋がった。 会・相

の

談事業・季節の行事等

施

を行い ・子育て支援ま

策

ちなかプラザでは、各

は

種講習会や乳幼児親子

、

教室を

・児童及びその

誰

家庭の福祉の向上を ・

、

要保護児童対策地域協

何

議会主催で市内里親や

を

栃木フォスタリング 、

対

未就園の子どもと保護

象

者に交流の 実施し、相

と

談や一時預かり保育を

し

行い、子育てを支援し

て

た。

図るために児童養

い

護施設との連携を セン

る

ター等と里親応援会議

か

を開催し支援体制の構

対

築を図った。 場を提供

象

し、子育て支援を行う

指

。 ・幼児教育・保育の

標

無償化に伴う民間保育

単

事業者への補助金等の

位

交

強化する。 ・里親制

R

度の普及啓発に努めた

4

が、新規申請には至ら

R

なかった。 ・幼児教育

5

無償化の円滑な給付を

R

行 付を適正に行った。

6

・関係機関と連携し里

R

親制度の普及 【成果指

7

標達成状況】 う。 【成

①

果指標達成状況】

啓発

施

を図り、里親登録者数

策

の増加を ・養育環境が

の

整い再発もなく終結し

意

た割合は51％で目標

図

未達成。 ・子育てに負

の

担や不安を感じている

達

保護者の割合は、目標

成

68％に対

目指す。 ・

度

高等職業訓練促進給付

を

金支給7件すべてが就

見

業に繋がったが、目 し

る

78.1%と高く目標

た

未達成。

標未達成。 ・

め

子育て支援拠点の月平

に

均利用者数は、965

は

人となり目標未達成。

、

４．施策の基本情報
社

実

会情勢変化、国・県の

際

動向、市民・議会意見

に

等 施策の成果向上に向

子

けての役割分担

・平成

育

27年度から子ども・

て

子育て支援新制度がス

を

タートし、社会全体で

し

子ども・子育てを支援

①

することが求 市民 事業

こ

所 行政

施 められており

ど

、また、社会の少子化

も

や子育てに対する関心

（

が高まっている。 ・「

出

児童の権利に関する条

生

約」、「こどもの街 ・

～

子どもの事故防止、防

高

犯等に協力する。 ・母

校

子保健相談支援体制を

生

充実する。

策 ・援護を

）

必要とする子どもが増

①

加傾向にあり、貧困対

こ

策について議会から質

ど

問や要望がある。 宣言

も

」の趣旨に則り、子ど

の

もを大切に育てる。 ・

数

男性の育児休業等の取

（

得を推進する。 ・子育

出

てしやすい環境を整え

生

る。

の ・令和元年10

～

月より、幼児教育・保

高

育の無償化が実施され

校

ている。 ・乳幼児健診

生

や相談等を利用し、子

）

育ての不安 ・児童虐待

人

の未然防止、早期発見

1

・早期対応

基 ・令和4

5

年4月より、こども医

,

療費助成の対象を18

8

歳に達する日以降の最

1

初の3月31日までの

4

児童とした。 や悩みを

-

抱え込まないようにす

-

る。 に取り組む。

本 ・

-

令和4年度において児

て

童福祉法及び母子保健

い

法が改正され、市町村

る

は令和6年4月より全

世

ての妊産婦、子育 ・児

帯

童虐待に気づいたとき

に

は、市や児童相談所 ・

対

子どもの貧困対策とし

し

ての子どもの居場所

本

て

て世帯、子どもへの一

、

体的相談支援を行う「

実

（仮称）こども家庭セ

態

ンター」の設置に努め

や

ることとなり、「 に通

意

告する。 づくり、子ど

識

も食堂についての事業

が

概要や先

情 子育て世代

ど

包括支援センター」と

の

「子ども家庭総合支援

よ

拠点」の両機能を持つ

う

組織を検討している。

に

進事例の紹介を市内の

な

ボランティア団体や社

っ

報 ・令和5年1月、国

て

の施策により「出産・

い

子育て応援事業」が開

る

始され、伴走型支援・

施

経済的支援（10万円

策

） 会福祉法人などに周

の

知する。

を給付してい

目

る。

・令和5年4月、

的

こども家庭庁発足及び

②

こども基本法が施行さ

子

れた。

５．施策全体の

育

総括・今後の課題・今

て

後の方向性
施策の成果

を

実績と施策の基本情報

し

及び施策コストに関す

て

る全体総括 今後の課題

い

今後の方向性

・産後う

る

つの予防や新生児への

保

虐待防止のため、医療

護

機関での産後健診受診

者

の際、支援が必要な対

（

象者がいた場 【令和５

世

年度で解決する課題】

帯

①早期に産後うつ対象

）

者を把握し、支援を開

②

始するとともに近隣で

子

産

合、医療機関より連

育

絡があり、乳児家庭全

て

戸訪問や産後ケア事業

世

により対応した。 ・地

帯

域アプローチ調査研究

数

事業で提案のあった事

（

業の具体的検討 後ケア

出

事業を利用できるよう

生

医療機関と調整し取り

～

組みを強化する。

・乳

高

幼児健診は、対象者に

校

個別日程を通知し、未

生

受診者には再度、日程

）

案内を通知した。それ

世

でも未受診の場合 【令

帯

和６年度以降にも引き

9

継がれる課題】 ②乳幼

,

児健診の受診勧奨を行

4

い、さらなる受診率の

8

向上を図る。

、地区担

5

当保健師が訪問し、受

-

診勧奨を行った結果、

-

受診率が目標値を上回

-

った。 ①産後うつへの

の

支援強化 ③一時的に養

か

育困難な家庭等対し、

を

児童養護施設での代替

把

養育の利用

・社会的養

握

育の推進として子ども

す

のショートステイを実

る

施し13人、延べ53

必

日の利用があり、児童

要

とその家族の福 ②乳幼

が

児健康診査受診率の向

あ

上 を勧奨し虐待防止に

る

努める。

祉の向上につ

た

ながった。 ③社会的養

め

育の推進 ④広報さの等

、

により虐待防止及び通

市

告義務の周知啓発に努

政

め、集団に

・市民に対

に

し広報さのやHPで虐

関

待防止や通告義務の周

す

知啓発を行った。また

る

、幼稚園、保育園等に

ア

は、ポスター ④児童虐

ン

待の周知啓発と連携強

ケ

化 属さない子どもの見

ー

守りを強化するととも

ト

に要保護児童対策地域

「

協議

等により啓発し、

対

通告義務の認知度向に

　

努めた。 ⑤ひとり親家

象

庭の自立に向けた就労

」

支援 会を活用し、関係

③

機関との連携を強化す

子

る。

・高等職業訓練促

育

進給付金給付事業等の

て

周知や継続した相談支

世

援を行い、給付対象者

代

全員を就業に繋げた。

の

⑥里親制度の普及啓発

市

⑤ひとり親家庭の自立

民

のため高等職業訓練促

（

進給付金や資格試験受

2

験

・里親制度の普及啓

0

発に努めたが、新規申

歳

請には至らなかった。

～

⑦ヤングケアラーとそ

4

の家庭の早期発見と適

9

切な支援 料助成制度を

歳

周知し、就職に有利な

）

資格取得を支援し就労

③

に繋げる。

・ヤングケ

市

アラーの早期発見・早

民

期対応のため社会的認

（

知度の向上に努めた。

2

⑧子育て世帯が働きや

0

すい職場づくりの啓発

歳

⑥栃木フォスタリング

～

センターや県里親会と

4

連携を強化し、里親制

9

度

・女性の更なる活躍

歳

につなげるため講演会

の

等を実施し、働きやす

男

い職場づくりのリーフ

女

レットを作成配布した

）

。 【令和６年度重点課

人

題】 の普及啓発を図り

3

、里親登録数の増加を

7

図る。

・子育て世代包

,

括支援センターと子ど

1

も家庭総合支援拠点が

5

連携し、妊娠期から子

7

育て期にわたる母子保

-

健や育 ⑨出会いから子

-

育て期にわたる切れ目

-

のない支援 ⑦ヤングケ

調

アラーとその家族の早

査

期発見と適切な支援の

結

ためにヤング

児に関す

果

る相談等を行い、要支

を

援児童、特定妊婦に対

成

する継続支援を行った

果

。 ケアラーコーディネ

指

ーターが関係機関と連

標

携し一体的な支援体制

と

の構

・令和5年1月、

し

国の施策により「出産

た

・子育て応援事業」が

。

開始され、伴走型支援

④

・経済的支援（10万

成

円）を給 築を図る。

付

果

している。 ⑧男性の育

指

児休業取得等子育て世

標

帯が働きやすい職場の

②

啓発をする。

・こども

子

医療費助成は18歳に

育

達する日以降の最初の

て

3月31日までの児童

施

に拡充し助成した。 ⑨

策

こども・妊産婦医療費

全

助成や幼児教育無償化

般

等により経済的心理的

の

・令和4年度の施策全

成

体の決算額は、38億

果

3,573万円で、令

が

和3年度より7億3,

出

667万円の減額とな

生

った。主な要因 負担の

数

軽減を図る。また、（

に

仮称）こどもセンター

反

を核とし妊娠期か

は、

映

総合計画中期基本計画

さ

策定の過程において、

れ

「安心して子育てでき

る

るまちづくり」の政策

も

の中で、各施策に ら子

の

育て期にわたる相談等

で

を行い、妊娠から子育

あ

てにわたる切れ目の

属

る

する事業の再編があっ

こ

たことによる。 ない支

の

援を継続する。

施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 R4 R5 R6 R7 設定の考え方 ため。

①こどもが心身ともに健やかに成長できるようにする。 子育てを楽しいと感じることの方が多い保 目標 93 96 98 98
① ％

②安心して子育てができるようにする。 護者の割合 実績 95.5 - - -

③結婚し、安心して妊娠、出産、子育てができるようにす 出生数（1月～12月） 目標 723 790 857 873
施策の目的 ② 人

る。 実績 626 - - -
「意　図」

目標 ① 市政に関するアンケート調査
③

実績 成果指標の ② 市民課データ

目標 取得方法 ③
④

実績 ④

２．基本事業の目的


